
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　　　　　理　　　　由

　弁護人中西政樹の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の

上告理由に当らない。（なお、原判決の控訴趣意第一点についての判示は正当であ

る。製造業者が物品税法八条の申告をしたときは、税務官署は、国税徴収法六条の

規定により、納税人に対し、通常、申告にかかる納金額及び物品税法一〇条所定の

納期日すなわち第二種及び第三種の物品にあつては毎月分を翌々月末日と指定して

告知するものであるから、かかる納期日に告知にかかる納金額だけを納めただけで

本来納入すべき税金額を納めなかつたときは、その納めなかつた分の逋脱罪は、か

かる納期日の徒過により既遂になるものと解するのが相当である。）

　よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。
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